
津市不妊治療休暇奨励金交付要綱 

平成２７年６月１日訓第６３号  

 改正 平成２８年３月３０日訓第２２号 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、中小企業等における不妊治療休暇制度の普及を図ること

により、不妊治療を受ける労働者が安心して休暇を取得できる労働環境の整

備を促進するため、津市補助金等交付規則（平成１８年津市規則第４４号。

以下「規則」という。）の規定に基づき、奨励金を交付することに関し必要

な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

⑴ 中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１

項に規定する中小企業者をいう。 

⑵ 中小企業等 中小企業者、医療法人、社会福祉法人及び学校法人のうち、

本市の区域内に主たる事務所を有するものをいう。 

⑶ 不妊治療休暇 医療機関において不妊症と診断された者が受ける治療行

為のために取得する休暇をいう。 

⑷ 就業規則等 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第８９条の規定に

より作成し、監督官庁に届け出た就業規則又は労働組合法（昭和２４年法

律第１７４号）第１４条の規定により作成された労働協約をいう。 

⑸ 常時雇用 雇用期間の定めのない労働者又は１年以上の雇用が見込まれ、

１週間の所定労働時間が３０時間以上の労働者を雇用することをいう。 

 （名称） 

第３条 第１条の奨励金は、「不妊治療休暇奨励金」（以下「奨励金」という。） 

と称する。 

 （交付の対象） 

第４条 奨励金は、次に掲げる要件のいずれにも該当する中小企業等で、新た

に不妊治療休暇を就業規則等に規定したもの及び不妊治療休暇の取得者（本

市の区域内に住所を有する常時雇用される労働者に限る。以下「休暇取得者」



という。）を有するものに対して、これを交付するものとする。 

⑴ 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第５条第１項に規定する適用

事業の事業主であること。 

⑵ 本市の市税を完納していること。  

２ 前項の規定にかかわらず、奨励金は、次の各号のいずれかに該当する中小

企業等に対しては、これを交付しないものとする。 

⑴ 清算手続中の中小企業等又は特別清算手続、破産手続、再生手続若しく

は更生手続が裁判所において係属中の中小企業等 

⑵ その他市長が適当でないと認める中小企業等 

 （奨励金の額） 

第５条 奨励金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を

限度とし、予算で定める範囲内においてこれを交付するものとする。 

⑴ 新たに不妊治療休暇を就業規則等に規定した場合 ２０万円 

⑵ 休暇取得者を有する場合 １人につき２０万円。ただし、同一年度内の

奨励金の額の上限は、６０万円とする。 

（交付の申請） 

第６条 奨励金の交付を受けようとする中小企業等は、不妊治療休暇奨励金交

付申請書（第１号様式）に、前条第１号に係る申請の場合は第１号から第５

号まで及び第１１号に掲げる書類を、同条第２号に係る申請の場合は第１号

から第３号まで及び第６号から第１１号までに掲げる書類を添付して市長に

申請しなければならない。 

⑴ 登記事項証明書（法人に限る。） 

⑵ 就業規則等 

⑶ 本市の市税の完納証明書 

⑷ 不妊治療休暇を規定したことが分かる就業規則等の変更届の写し又は新

たに規定した就業規則等の届出書の写し 

⑸ 雇用保険適用事業所設置届の事業主控えの写し 

⑹ 休暇取得者に係る雇用契約書又は期間の定めのない雇用契約を締結して

いることが確認できる書類の写し 

⑺ 不妊治療休暇を取得したことを確認できる書類の写し 

⑻ 休暇取得者が本市の区域内に住所を有することを証明できる書類の写し 

⑼ 雇用保険用労働保険年度更新申告書の事業主控えの写し 

⑽ 休暇取得者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し 



⑾ その他市長が必要と認める書類 

（交付申請の期限） 

第７条 規則第３条第１項の別に定める期日とは、第５条第１号に係る申請の

場合は新たに不妊治療休暇を規定した就業規則等の施行日から３０日以内と

し、同条第２号に係る申請の場合は不妊治療休暇の取得日の属する年度の末

日までとする。 

（交付の条件） 

第８条 規則第５条第１項第４号の市長が必要と認める条件は、次に掲げる条

件とする。 

⑴ 奨励金の交付の完了した日の属する会計年度の終了後５年間、不妊治療

休暇の取得状況について、状況報告書（第２号様式）により市長に報告す

ること。 

⑵ 奨励金の交付の完了した日の属する会計年度の終了後５年間、奨励金の

交付に係る不妊治療休暇の証拠となる書類等を保存すること。 

 （委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この訓は、平成２７年６月１日から施行する。 

   附 則（平成２８年３月３０日訓第２２号） 

１ この訓は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の津市不妊治療休暇奨励金交付要綱の規定は、この訓の施行の日以

後の申請に係る奨励金について適用し、同日前の申請に係る奨励金について

は、なお従前の例による。 



第１号様式（第６条関係） 

（表） 

不妊治療休暇奨励金交付申請書 

                             年  月  日 

（宛先）津市長 

（〒      ） 

住 所             

申請者 氏 名           ㊞ 

 法人その他の団体にあっては、 

主たる事務所又は事業所の所 

在地、名称及び代表者の氏名 

電 話             

  津市不妊治療休暇奨励金交付要綱第６条の規定により、不妊治療休暇奨励金

の交付を受けたいので、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

１ 交付申請額                       円 

２ 添付書類 

⑴ 登記事項証明書（法人に限る。） 

⑵ 就業規則等 

⑶ 本市の市税の完納証明書 

⑷ 不妊治療休暇を規定したことが分かる就業規則等の変更届の写し又は

新たに規定した就業規則等の届出書の写し（第５条第１号に係る申請の

場合） 

⑸ 雇用保険適用事業所設置届の事業主控えの写し（第５条第１号に係る

申請の場合） 

⑹ 休暇取得者に係る雇用契約書又は期間の定めのない雇用契約を締結し

ていることが確認できる書類の写し（第５条第２号に係る申請の場合） 

⑺ 不妊治療休暇を取得したことを確認できる書類の写し（第５条第２号

に係る申請の場合） 

⑻ 休暇取得者が本市の区域内に住所を有することを証明できる書類の写

し（第５条第２号に係る申請の場合） 

⑼ 雇用保険用労働保険年度更新申告書の事業主控えの写し（第５条第２

号に係る申請の場合） 

⑽ 休暇取得者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し（第５条

第２号に係る申請の場合） 



（裏） 

事業所概要 

※休暇取得者がいる場合は、下記の欄に記載してください。 

不妊治療休暇の取得状況 

休暇取得者氏名 取得日数 

    日間（  年  月  日～  年  月  日） 

    日間（  年  月  日～  年  月  日） 

    日間（  年  月  日～  年  月  日） 

    日間（  年  月  日～  年  月  日） 

    日間（  年  月  日～  年  月  日） 

事業所名  

所在地  

代表者氏名  

資本金  

従業員数 名 

業 種  

連絡担当者 

役 職  氏 名

電 話

Ｆ Ａ Ｘ

E - m a i l

ﾎ ｰ ﾑ ﾍ ﾟ ｰ ｼ ﾞ

備考 



第２号様式（第８条関係） 

状況報告書 

                                                   年  月  日 

（宛先）津市長 

（〒      ） 

住 所               

申請者 氏 名           ㊞ 

法人その他の団体にあっては、  

主たる事務所又は事業所の所     

在地、名称及び代表者の氏名 

電 話               

不妊治療休暇の取得状況について、下記のとおり報告します。 

記

不妊治療休暇の取得状況 

休暇取得者氏名 取得日数 

    日間（  年  月  日～  年  月  日） 

    日間（  年  月  日～  年  月  日） 

    日間（  年  月  日～  年  月  日） 

    日間（  年  月  日～  年  月  日） 

    日間（  年  月  日～  年  月  日） 


